
富里市近くであんしん多世代住宅支援補助金交付要綱 

 

（令和７年３月３１日告示第４４号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、子育て世帯とその親世帯が家族の支え合いによる子育て

をしやすい環境づくりと高齢者が安心して暮らせる環境づくりの推進を目的

とし、子及び親が同居又は近隣に居住するための新築、増築、建て替え及び

購入に要する経費に対し、予算の範囲内において富里市近くであんしん多世

代住宅支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、富

里市補助金等交付規則（平成１９年規則第１０号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 子世帯 親の１親等の卑属又はその配偶者を含む世帯員で構成された

世帯をいう。 

（２） 親世帯 子世帯の親が含まれる世帯をいう。ただし、介護保険施設等

に入所し、又は入居している親を除く。 

（３） 補助対象住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 

ア 市内に建築された自己の居住の用に供するための住宅（共同住宅及び

店舗併用住宅を含む。）であること。 

イ  都市計画法（昭和４３年法律第１００号）並びに建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第６条第１項、第６条の２第１項及び同法第３章

の規定に適合する建築物であること。 

ウ 住戸専用面積が、国土交通省の住生活基本計画における最低居住面積

水準の面積以上であること。 

（４） 近居 子世帯及び親世帯が次のいずれかであることをいう。 

ア 子世帯及び親世帯が市内に居住していること。 

イ 子世帯が市内に居住しており、かつ、親世帯との住宅間の直線距離が

２キロメートル以内であること。 

（５） 同居 子世帯及び親世帯が同一の住宅に居住することをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は、次の各号のいずれにも該当する子世帯とする。 



（１） 市内に補助対象住宅の新築、増築、建て替え及び購入（以下「住宅取

得」という。）をし、当該補助対象住宅を不動産登記法（平成１６年法

律第１２３号）の規定による建物の所有権保存登記又は所有権移転登記

（以下「所有権登記」という。）から１年以内に取得住宅へ移転する者

全員の移転が完了していること。 

（２） 補助金の交付の申請をした日が属する年度の４月１日時点において、子

世帯が１８歳未満の子ども（出産予定を含む。）を育てている世帯又は

夫婦のいずれかが４０歳未満の世帯 

（３） 子世帯が取得した住宅の持分割合が２分の１以上であり、最も多いこと。 

（４） 補助金の交付決定を受けた日から１０年間住宅を使用すること。 

（５） 以前に補助金の交付を受けたことがないこと。 

（６） 子世帯及び親世帯の全員が市税の滞納がないこと。 

 （７） 同居又は近居するために本市に転入してきた子世帯及び親世帯につい

ては、転入前の市区町村に市町村税の滞納がないこと。 

（８） 子世帯及び親世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員で

ないこと。 

（９） 次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法

令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）

をした者（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認めら

れる者を除く。）でないこと。 

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目

的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を

利用する行為 

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを

知りながら、暴力団員又は暴力団員等が指定した者に対して行う、金品

その他財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他契約

の相手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員であ

ることを知りながら、当該契約を締結する行為 

（１０） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者で

ないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、第６条の規定による申請書を提出する時点にお

いて、次の各号のいずれかの場合に該当する子世帯は、補助対象者としない。 



（１） 既に住宅を取得し、親世帯と近居又は同居をしている場合 

（２） 既に親世帯が所有している住宅に同居している場合 

（３） 親族から住宅を取得した場合 

（４） 申請者が住宅を購入していない場合 

（暴力団密接関係者） 

第４条 規則第２０条第１項第３号の市長が定める者は、前条第１項第９号又

は第１０号に該当する者とする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

住宅取得に係る売買契約金額又は建築工事請負契約から消費税及び地方消

費税を控除した額とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１の額（千円未満の端数は、こ

れを切り捨てた額）又は６０万円のいずれか少ない額とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、

富里市近くであんしん多世代住宅支援補助金交付申請書（別記第１号様式）

に次に掲げる書類を添付して、所有権登記後１年以内に、市長に提出しな

ければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（１） 子世帯及び親世帯全員の住民票 

（２） 子世帯及び親世帯全員の戸籍全部事項証明書又は戸籍謄本 

（３） 誓約書兼同意書（別記第２号様式） 

（４） 建物工事請負契約書又は建物売買契約書の写し 

（５） 近居又は同居をする住宅の位置図 

（６） 平面図、立面図等住宅の内容が確認できる書類 

（７） 住宅取得に係る領収書の写し 

（８） 建物の登記事項証明書 

（９） 建築確認検査済証の写し 

（１０） 子世帯全員の市町村税の滞納がないことを証する書類 

（１１） その他市長が必要と認める書類 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補

助金の交付の可否を決定し、富里市近くであんしん多世代住宅支援補助金

交付決定（却下）通知書（別記第３号様式）により申請者に通知するもの

とする。 



 （交付の請求） 

第９条 前条の規定により通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、

補助金の交付を請求しようとするときは、同条の規定による交付決定のあ

った日の属する年度の３月３１日までに、富里市近くであんしん多世代住

宅支援補助金交付請求書（別記第４号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定又は補助金の交

付を受けたとき。 

（２） 交付決定のあった日から１０年を経過する前に同居又は近居を解消し

たとき。ただし、死亡、入院その他やむを得ない理由があると認められ

るときを除く。 

（３） 補助対象住宅を自己の居住の目的以外の用途に使用したとき。 

（４） その他この要綱の規定に違反する等の理由により、市長が補助するこ

とが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、富里市

近くであんしん多世代住宅支援補助金交付決定取消通知書（別記第５号様

式）により、交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合にお

いて、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずる

ものとする。 

２ 前項の返還命令は、富里市近くであんしん多世代住宅支援補助金返還命令

書（別記第６号様式）により行うものとする。 

（調査） 

第１２条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため必要と認めるときは、子

世帯及び親世帯全員に対して必要な調査をすることができる。 

 （補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（失効） 



２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以

前にこの告示の規定により補助金の交付決定等がなされた事業については、

この告示の規定は、なおその効力を有する。 


